
遠隔診療に係る要件の明確化
（平成27年8月10日 厚生労働省事務連絡）

具体的事業

従前は、遠隔診療に係る要件が不明確であり、遠隔診療が可能な場合は限定的と解されるおそれ
があった。

①離島、へき地以外の患者
②下表の遠隔診療の対象、内容以外
③初診であっても直接の対面診療行うことが困難である場合

全国

以下を明確化

医師の判断により、遠隔診療が可能

2

遠隔診療
ニーズに対応



＜参考＞ 遠隔服薬指導

（遠隔診療や小型無人機等の「近未来技術実証」の推進）
① テレビ電話を活用した薬剤師による服薬指導の対面原則の特例
・ 処方薬について、薬剤師は対面で服薬指導を行うこととされているが、遠隔診療のニーズに対応するため、医療機関や薬局といった医
療資源が乏しい離島、へき地について、遠隔診療が行われた場合の薬剤師による服薬指導の対面原則の例外として、国家戦略特区
においては実証的に、対面での服薬指導が行えない場合にテレビ電話を活用した服薬指導を可能とするよう、法的措置を講ずる。
・ あわせて、本特例において、民間事業者等による医薬品の配達が可能であることを明確化するための所要の措置を講ずる。

「『日本再興戦略』改訂2015」（平成27年６月30日閣議決定）

養父市において、本改革メニューの全国初の活用を目指し、共同提案者である三井物産とともに、現在、関係
する医師、薬局等との準備を進めているところ。調整が整い次第、事業を実施する予定。

改正特区法（成立 平成28年5月27日）、施行 平成28年9月1日）
特区内の薬局の薬剤師は、特区内の一定の地域に居住する者に対し、遠隔診療が行われた場合に、対面ではなく、テレビ電話を活用
した服薬指導を行うことができる。＜医薬品医療機器法の特例＞

今後の課題
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